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千葉市では、自転車を活用したまちづくりを推進しており、この取り組みの一環として、

自転車を安全に利用してもらうための「自転車の走り方ルール」や「ヘルメットの着用」等

について、沿道の高校に通う生徒等とともに街頭啓発を行いますので、お知らせします。 

 

１ 日時 

令和７年１０月１６日（木）７：４５～８：４５ 

※雨天の場合は、１０月２１日（火）同時間に順延 

 

２ 実施対象区域 

天戸町横戸町線（柏井高校入口付近）、柏井町１７号線、柏井高校正門前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参加者 

千葉県立柏井高等学校（生徒参加）１０人程度 

千葉北警察署 ２人 

千葉北交通安全協会 １人 

  千葉市 ６人程度 

 
 令和７年１０月８日 

建設局道路部 
自転車政策課 
電話 ２４５－５６０６ 

   

 

高校生とともに自転車の安全利用に関する街頭啓発を実施します！ 

 

記者発表資料 

実施場所 

位置図  
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４ 実施内容 

実施対象区域内の歩道にて、自転車の安全利用を促す内容を示したプラカードを持ち、

通行する自転車利用者などに呼びかけを行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 取材について 

（１）取材を希望する方は、１０月１５日（水）１５：００までに自転車政策課へ電話また

はメールでご連絡ください。 

電話  ０４３－２４５－５６０６ 

メール bicycle.COR@city.chiba.lg.jp 

（２）当日、学校関係者への取材を希望する場合は、現地に待機している自転車政策課職員

にお申し出ください。 

プラカードのレイアウト例  

過去実施時の様子  
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